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(1)シーリング防水工事作業
　①防水下地の点検及び処理作業
　②バックアップ材の装填作業
　③シーリング材の計量、混合及び攪拌（かくはん）作業
　④シーリング防水工事の施工作業
　　1.マスキングテープ貼り作業
　　2.プライマー塗り作業
　　3.シーリング材の均一な充填作業
　　4.仕上げ作業
　　5.マスキングテープの除去作業
　　6.シーリング防水層の補修作業
　　7.シーリング防水層の養生及び保護作業
　　8.清掃及び後片付け作業
(2)安全衛生作業
　①雇入れ時等の安全衛生教育
　②作業開始前の安全装置等の点検作業
　③防水施工職種に必要な整理整頓作業
　④防水施工職種の作業用機械及び周囲の安全確認作業
　⑤保護具の着用と服装の安全点検作業
　⑥安全装置の使用等による安全作業
　⑦労働衛生上の有害性を防止するための作業
　⑧異常時の応急措置を修得するための作業

(1)関連作業 　
　①アスファルト防水工事作業
　②ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
　③アクリルゴム系塗膜防水工事作業 　
　④合成ゴム系シート防水工事作業 　
　⑤塩化ビニル系シート防水工事作業 　
　⑥セメント系防水工事作業 　
　⑦改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 　
　⑧ＦＲＰ防水工事作業 　
　⑨材料の管理作業 　
　⑩器工具及び機械の保守管理作業
　⑪シーリング防水工事施工法及び作業手順等の管理作業
　⑫内装仕上げ作業
　⑬各種揚重運搬機械の運転作業（機械に応じた特別教育、技能講習等が必要。）
　⑭高所作業車運転作業（特別教育又は技能講習が必要。）
　⑮ゴンドラ取扱い作業（特別教育が必要。）
　⑯足場等の組立て・解体作業（技能講習が必要。）
(2)周辺作業
　①作業用機材の搬送作業（作業場内）
　②作業用機材の梱包・出荷作業
(3)安全衛生作業（関連作業、周辺作業を行う場合は必ず実施する作業）
　　上記※に同じ

1.を必ず使用し、他は必要に応じて使用すること。
　 1.シーリング材 　 4.養生材
　 2.プライマー 　 5.清掃用溶剤
　 3.バックアップ材 　 6.コーキング材
　
①機械、設備等 ②器工具等
　　 必要に応じて使用すること。 　　 1.、2.及び10.を必ず使用し、他は必要に応じて使用すること。
　1.各種揚重運搬機械 　　1.シーリングガン（コーキングガン）
　2.高所作業車 　　2.へら
　3.ゴンドラ 　　3.刷毛
　4.各種足場材 　　4.ブラシ

　　5.各種スケール（直尺、鋼製巻尺等）　　
　　6.はさみ
　　7.カッタ
　　8.皮すき（ケレン、スクレーパ）
　  9.ほうき
　10.各種保護具（保護帽、安全帯、安全靴等）
　11.各種電動工具（シーリング材混練機等）

　

　　1.建築板金作業 　10.かわらぶき作業
　　2.ＡＬＣパネル施工作業 　11.シーリング防水工事作業以外の内装仕上げ作業
　　3.熱絶縁施工作業 　12.厨房設備施工作業
　　4.カーテンウォール施工作業 　13.揚重運搬機械の運転作業のみの場合
　　5.サッシ施工作業 　14.高所作業車の運転作業のみの場合
　　6.自動ドア施工作業 　15.ゴンドラの取扱い作業のみの場合
　　7.バルコニー施工作業 　16.足場等の組立て・解体作業のみの場合
　　8.ガラス施工作業 　17.上記の関連作業及び周辺作業のみの場合
　　9.現場作業が無い場合

使用する素材
(材料）（該当す
るものを選択す
ること。）

関連作業、周辺
作業（上記必須
作業に関連する
技能等の修得
に係る作業等で
該当するものを
選択すること。）

　　　※

２０ 防水施工職種（シーリング防水工事作業）

必須作業（移行
対象職種・作業
で必ず行う作
業）

作業の定義
　　外壁と窓枠や、プレキャストコンクリート相互間の目地に防水を目的としてシーリング材を充填あるいは、はめ込む作業をいう。
　ペースト状の材料を充填して仕上げる不定形シーリング材と予め成形されたものをはめ込む定形シーリング材を使用する作業が
　ある。

移行対象職種・
作業とはならな
い作業例

使用する機械、
設備、器工具等
（該当するもの
を選択するこ
と。）

製品の例 　　シーリング工事〔「建設業法で定義された防水工事業の建設工事」の例示のうち「シーリング工事」〕による作業結果が製品である。


